
＜事例②＞ 

15 分ルール（岩手県宮古市） 

１ 内容 

（１）経緯 

   本検討会のワーキングチーム構成員の田中和七氏（宮古市消防団本部付分団長）は、

第 28 分団の分団長であった平成 16 年、岩手県の「地域の安全安心促進基本計画（津

波）」の作成に携わった際、田老地区では宮城県沖で地震が発生した場合、約 20 分で

津波が到達すると大学教授から聞かされたことや、県が作成した津波シミュレーショ

ン映像で田老地区の堤防を津波が越えていくのを見て強く危機感を持った。 

また、団員は使命感や責任感が強く頑張りすぎるため、活動ルールを作らなければ

と考え、ルール作りに着手した。 

 

＜15 分ルールとは＞ 

震災時に消防団活動（水門・陸閘の閉鎖及び避難誘導）に従事することができる活

動可能時間を発災から 15分とした取り決め。 

   ※一番遠い活動場所（水門）から高台までの避難に 4分 30秒の時間を要することか

ら、地震発生から津波の到達（予想）までの所要時間である 20分から避難時間で

ある 5分（4分 30秒＋余裕時間 30秒）を引いた 15分間を活動可能時間とした。 

【活動可能時間＝津波到達予想時間－活動場所から避難場所までの最長移動時間】 

 

（２）具体的な取り組み 

① ルールの策定 

   ・活動内容の把握 

   ・避難場所、避難ルートの設定 

   ・活動場所からの避難時間の計測 

② ルールの徹底 

   ・団員への 15分ルールの周知徹底 

・訓練の実施 

・避難時間の計測 

③ 地域への説明 

    消防団は、地震発生後 15 分間活動し避難することを自治会に対して説明を実施。

当初は、消防団が地域を守ってくれると住民が思っていたせいか大変驚かれたが、

分団員 25名で 4自治会 198世帯約 400名を担当しているため、活動に限界があるこ

とを粘り強く説明した。地域の理解を得るのに 3年かかった。 

④ その他 

   ・分団幹部には、地震が発生した際はすぐに時計を見る癖をつけるよう普段から指

示した。 

   ・震災時は、携帯電話が使えないことも想定していたため、情報伝達用にハンドマ

イクを準備していた。 

（３）効果 

  東日本大震災では、22名が水門・陸閘閉鎖と避難誘導の活動を実施し、うち 17名

が水門・陸閘の閉鎖業務に従事した。15 分ルールによって、分団から 1 人の犠牲者

も出さずに活動することができた。 

水門の一部が故障したため閉鎖できなかったが、15 分で閉鎖活動を断念し、避難

した。 
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２ 課題 

  地震発生から 15分後以降に、個人の活動だとして、住民の避難誘導にあたった団員が

いた。地域に密着した消防団員がゆえ、無理を承知で行動してしまうことがあることか

ら、津波到達後も消防団員には重要な任務があることを指導・教育し、ルールを徹底す

る必要がある。 

また、地震の発生する場所によっては、当初の想定より早く津波が到達することも考

えられることから、15 分以内に津波が到達する地震が発生した場合の撤退指示のルール

及び伝達方法を用意することが重要である。 

 

３ 事例導入のメリット 

活動内容・行動及び撤退基準をあらかじめ明確にすることにより、地域の被害を最小

限に食い止める活動を実施しつつ、消防団員の安全を確保することができる。 

 

４ 実施する行動内容 

  活動時間、退避時間の把握（消防団） 

  地域住民への説明（消防団） 

  想定より早く津波が到着する地震が発生した場合の退避指示のルール及び伝達方法の

確認（消防団） 
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